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事
業
主
の
皆
さ
ん
、
給
与
支
払
報
告

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　
平
成
　
年
中
に
従
業
員（
パ
ー
ト
タ

20

イ
マ
ー
、
中
途
退
職
者
を
含
む
）に
給

与
・
賃
金
な
ど
を
支
払
っ
た
法
人
や
個

人
事
業
主
は
、
賃
金
台
帳
を
整
理
し
年

末
調
整
を
済
ま
せ
た
ら
、
給
与
支
払
報

告
書（
フ
リ
ガ
ナ
と
生
年
月
日
を
必
ず

記
入
）2
部
に
総
括
表
を
付
け
て
、
市

民
税
課
に
提
出
を
　
●〆
2
月
2
日

※
1
月
1
日
現
在
、
市
外
在
住
の
従
業

員
の
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
へ
提

出
を
。

●問
市
民
税
課

1
月
は
市
県
民
税
第
4
期
分
、
国
民

健
康
保
険
税
第
8
期
分
の
納
付
月

　
納
め
忘
れ
が
な
く
、
便
利
な
口
座
振

替
や
納
税
組
合
の
ご
利
用
を
。　

●問
納
税
課

住
宅
用
地
の
申
告

　
宅
地
に
課
さ
れ
る
固
定
資
産
税
は
、

居
住
用
家
屋
の
敷
地
と
そ
れ
以
外
の
敷

地
で
は
課
税
方
法
が
異
な
り
、
居
住
用

家
屋
の
敷
地
は
特
例
措
置
で
税
が
減
額

さ
れ
ま
す
。
居
住
用
家
屋
の
新
築
や
取

り
壊
し
な
ど
に
よ
り
、
土
地
の
用
途
が

変
わ
っ
た
ら
資
産
税
課
に
届
け
出
を
。

●問
資
産
税
課

償
却
資
産
の
申
告

　
1
月
1
日
現
在
、
市
内
で
事
業
を
営

む
償
却
資
産
の
所
有
者
は
、
2
月
2
日

ま
で
に
資
産
税
課
に
申
告
を
。
平
成
　21

年
度
申
告
分
か
ら
、
改
正
後
の
償
却
資

産
の
耐
用
年
数
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い

【
固
定
資
産
税
の
対
象
と
な
る
償
却
資

産
】土
地
、
家
屋
以
外
で
事
業
に
使
用

し
て
い
る
構
築
物
、
機
械
装
置
、
船
舶
、

器
具
、
備
品
な
ど
耐
用
年
数
1
年
以
上
、

取
得
価
格
十
万
円
以
上
の
物（
十
万
円

未
満
の
物
で
も
固
定
資
産
と
し
て
計
上

し
、
減
価
償
却
額
が
所
得
の
計
算
上
損

金
ま
た
は
必
要
な
経
費
に
算
入
さ
れ
る

物
は
該
当
）　
※
取
得
価
格
二
十
万
円

未
満
の
償
却
資
産
で
、
事
業
年
度
ご
と

に
一
括
し
て
3
年
間
で
償
却
す
る
物
は

対
象
外
。
詳
し
く
は
お
尋
ね
を
。

●問
資
産
税
課

軽
自
動
車
税
は
4
月
1
日
現
在
の
登

録
者
に
課
税
さ
れ
ま
す

　
持
ち
主
の
変
更
や
廃
車
、
盗
難
に

遭
っ
た
と
き
は
、
3
月
　
日
ま
で
に
手

31

続
き
を
　
※
自
賠
責
保
険（
共
済
）に
は

必
ず
加
入
し
て
く
だ
さ
い
。

●問
資
産
税
課（
1
2
5
呪
以
下
の
バ
イ

　
 ク
と
小
型
特
殊
車
）

●問
佐
世
保
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

　（
二
輪
の
小
型
自
動
車
）

緯
0
5
0
・
5
5
4
0
・
2
0
8
4

●問
軽
自
動
車
協
会（
軽
二
・
三
・
四
輪
）

緯
　
・
1
3
8
5

31
市
有
地
の
売
却（
先
着
順
）

　
●内
矢
峰
町
　
番
2（
約
1
6
6
0
釈

79

の
雑
種
地
）●申
1
月
　
日
～
3
月
　
日

19

31

正
午
ま
で
に
、
市
有
財
産
買
受
申
込
書
、

身
元
証
明
書（
法
人
の
場
合
は
履
歴
事

項
全
部
証
明
書
）、
印
鑑
証
明
書
を
住

宅
課
へ
　
※
申
込
書
は
同
課
で
配
布
す

る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
お
尋

ね
を
。

●問
住
宅
課

合
同
企
業
面
談
会

　
●時
1
月
　
日
　
～
　
時（
受
け
付
け

23

13

16

　
時
　
分
～
　
時
　
分
）●場
体
育
文
化

12

30

15

30

館
●対
一
般
求
職
者
、
こ
と
し
3
月
学
校

卒
業
予
定
者
　
※
約
　
社
参
加
予
定
。

40

●問
佐
世
保
市
地
域
雇
用
創
造
協
議
会

緯
　
・
1
7
6
9

80

～人権は21世紀のキーワード～
　大人に比べると未成熟な子どもの人権
は、社会的にも保護されなければなりませ
ん。しかし、現代の子どもを取り巻く環境
には、いじめ、体罰、虐待のほか、有害な
インターネット情報などさまざまな問題
があります。これらを解決するためには、
家庭や学校などだけではなく、地域や社会
全体で取り組むことが必要です。
●問人権啓発課

　新築住宅の発注者や購入者を保護する
ための「住宅 瑕 

か

 疵 担保履行法」が平成21年
し

10月1日から施行されます。この法律は、
住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の侵
入を防止する部分の瑕疵（欠陥）の補修等
が確実に行われるように、事業者に対して
10年間の瑕疵担保責任の履行のための保
険加入か供託を義務付けています。10月1
日以降に引き渡される新築住宅を購入す
る場合は、保険加入または保証金の供託が
なされているか忘れずに確認しましょう。
●問県住宅課　緯095-894-3104
●問建築指導課

～イノシシ被害が増えています～
　昨年は例年になく、イノシシによる農作
物被害や市街地への出没情報が多数寄せ
られ、一昨年の約4倍の件数がありました。
捕獲数も増えてはいるものの、思うように
被害数は減少しない状況です。被害を未
然に防ぐには、自己防衛が重要です。わな
猟免許取得（本紙21ページ参照）などには、
県の補助制度などがありますので、活用し
て自己防衛に努めましょう。
●問農業畜産課

人権シリーズ「子ども」

ご存知ですか「住宅瑕疵担保履行法」

シリーズ「有害鳥獣対策」⑦

18

祝
日
の
燃
や
せ
る
ご
み
収
集

　
1
月
　
日（
月
・
成
人
の
日
）＝
収
集

12

し
ま
す
。

●問
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

緯
　
・
2
4
2
8

32
1
月

日
は
文
化
財
防
火
デ
ー

26
本
市
に
は
、
国
指
定
重
要
文
化
財
の

「
黒
島
天
主
堂
」や
、
県
指
定
文
化
財
の

「
楠
本
 端
 
た
ん

 山
 旧
邸
」な
ど
数
多
く
の
文
化

ざ
ん

財
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
と
し
も
消
防

署
や
消
防
団
、
地
域
住
民
の
皆
さ
ん
と

合
同
で
消
防
訓
練
を
行
い
ま
す
。
先
人

達
が
長
い
歴
史
の
中
で
築
き
上
げ
て
き

た
文
化
財
を
灰
に
す
る
こ
と
が
な
い
よ

う
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。　
　

●問
消
防
局
予
防
課
緯
　
・
9
2
5
6

23

小
柳
賞
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
大
会
に
伴
う

交
通
規
制（
車
両
通
行
止
め
）

　
●時
1
月
　
日
　
時
　
分
～
　
時
　

11

10

35

11

40

分
●場
吉
岡
バ
イ
パ
ス
皆
瀬
入
口
～
真

申
入
口
　
※
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
陸
上
競

技
場
周
辺
で
は
交
通
渋
滞
が
予
想
さ
れ

ま
す
。
付
近
を
通
行
予
定
の
人
は
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

●問
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

平
成

年
成
人
式
典

21

　
●時
1
月
　
日
　
時
　
分（
　
時
　
分

11

13

30

12

30

開
場
）●場
ア
ル
カ
ス
S
A
S
E
B
O
・

大
ホ
ー
ル
●対
昭
和
　
年
4
月
2
日
か

63

ら
平
成
元
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
人
　
※
本
市
出
身
で
市
外
に
住
所
が

あ
る
人
も
参
加
で
き
ま
す
。

●問
社
会
教
育
課

借
金
の
悩
み
事
を
ご
相
談
く
だ
さ
い

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
平
瀬
町
）で
は
、

相
談
員
が
電
話
や
窓
口
で
の
相
談
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
　
●時
平
日
9
～
　17

時
　
※
3
月
ま
で
の
毎
週
水
曜（
祝
日

を
除
く
）は
、
保
健
師
に
よ
る
精
神
面

の
相
談
も
実
施
。

●問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
緯
　・
2
5
9
2
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結
婚
相
談
所
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
登
録
制
に
よ
る
無
料
相
談
で
、
秘
密

は
厳
守
し
ま
す
　
●時
月
曜
、
木
～
日
曜

（
祝
日
を
除
く
）8
時
　
分
～
　
時
　

30

16

●場
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
隣
　
※
登
録

に
は
申
込
書
、
独
身
証
明
書
、
写
真
が

必
要
で
す
。
詳
し
く
は
お
尋
ね
を
。

●問
結
婚
相
談
所
緯
　
・
9
4
5
5

23

女
性
の
悩
み
ご
と
・
子
ど
も
の
人
権

相
談
所

　
●時
1
月
　
日
　
～
　
時
●場
ア
ル
カ

24

10

16

ス
S
A
S
E
B
O
2
階「
ス
ピ
カ
」、
西

地
区
公
民
館
、
小
佐
々
行
政
セ
ン
タ
ー

●内
夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、
職

場
な
ど
で
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
問
題
、
子
ど
も
に

関
す
る
い
じ
め
や
児
童
虐
待
な
ど
　

※
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守
。

●問
長
崎
地
方
法
務
局
佐
世
保
支
局
総

　
  務
課
緯
　
・
4
8
5
0

24

歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

20　
国
内
に
住
所
の
あ
る
　
歳
以
上
　
歳

20

60

未
満
の
人
は
、
国
民
年
金
に
加
入
し
、

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す（
厚
生
年
金
・
共
済
組
合

加
入
者
を
除
く
）。
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
場
合
は
、
若
年
者
納
付
猶
予
制

度
や
学
生
納
付
特
例
制
度
な
ど
の
保
険

料
免
除
制
度
が
利
用
で
き
ま
す
。

●問
戸
籍
住
民
課

●問
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所

緯
　
・
1
1
4
8

34
退
職
者
医
療
制
度

　
条
件
は
あ
り
ま
す
が
、
会
社
な
ど
を

退
職
し
て
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
た

人
は
、　
歳
ま
で
こ
の
制
度
で
医
療
を

64

受
け
ま
す
。
年
金
証
書
を
受
け
取
っ
て

か
ら
　
日
以
内
に
、
戸
籍
住
民
課
か
各

14

支
所
、
各
行
政
セ
ン
タ
ー
で
手
続
き
を
。

●問
戸
籍
住
民
課

国
保
の
変
更
届
け
は

日
以
内
に

14

　
転
入
や
転
出
、
健
康
保
険
の
種
類
な

ど
に
変
更
が
あ
っ
た
ら
、
世
帯
主
が
戸

籍
住
民
課
か
各
支
所
、
各
行
政
セ
ン

タ
ー
で
手
続
き
を
。
ほ
か
の
健
康
保
険

に
加
入
し
て
も
国
保
を
や
め
る
手
続
き

を
し
て
い
な
い
と
保
険
税
を
二
重
に
支

払
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
国
保
へ
の
加

入
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
さ
か
の
ぼ
っ

て
国
保
税
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●問
戸
籍
住
民
課

出
産
育
児
一
時
金
受
取
代
理
制
度

　
国
保
加
入
者
の
医
療
機
関
窓
口
で
の

出
産
費
用
の
支
払
い
の
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
、
市
か
ら
直
接
医
療
機
関
へ
出

産
育
児
一
時
金
を
支
払
い
ま
す
。
医
療

機
関
の
同
意
を
得
て
、
出
産
前
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
　
※
詳
し
く
は
お
尋
ね

を
。

●問
国
民
健
康
保
険
課

LIFEANDINFORMATION

市役所各課へは
代表番号緯24-1111
からおつなぎします。

●時=とき、●場=ところ、●内=内容、●対=対象、●料=料金、●定=定員、●申=申し込み・提出、●〆=締め切り、●問=問い合わせ


